
介護保険料

介護保険料は大切な財源です
介護保険料

40歳以上65歳未満の人の介護保険料
　  （第2号被保険者）

　介護保険は、公費と、40歳以上のみなさんが納める保険料を財源に運営してい
ます。介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスが利用できるよ
う、保険料は忘れずに納めましょう。
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国民健康保険に加入している人
　保険料（介護分）は下記の算定方法で、
世帯ごとに決められます。

！介護保険教えて

保険料を滞納しているとどうなるのですか。
　保険料を滞納していると、介護サービス費用の自己負担割合が3割または4
割※に上がるなど、多額の費用負担を負うことになるばかりか、高額介護
サービス費等の支給を受けられなくなることもあります。
※利用者負担の割合が3割になる人が滞納した場合は、4割に引き上げられます。

やむを得ない理由で保険料を納められないときは
　災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納
付猶予が受けられることがあります。困ったときは、お早めに浜田地区広域行政組合の担当窓口にご相
談ください。

　医療分と後期高齢者支援金分、介護分を合わせて、国民健康保
険料として世帯主が納めます。

※保険料と同額の国庫からの負担があります。

納め方

決まり方

介　護
保険料 ＝ ＋＋

職場の医療保険に加入している人
　医療保険ごとに設定される介護保険料率
と、給与（標準報酬月額）および賞与（標
準賞与額）に応じて決められます。

　医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収
されます。

※原則として事業主が半分負担します。

※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

納め方

決まり方

介　護
保険料 ＝ × 介護保険料率給与および賞与

介護保険の財源構成

第2号被保険者の属
する世帯で1世帯に
つきいくらと計算

平等割
世帯の第2号被保険
者数に応じて計算

均等割
第2号被保険者の所
得に応じて計算

所得割

40歳以上65歳未満の人の
保険料 27％

65歳以上の人の
保険料 23％

半分が保険料で
まかなわれています。

※令和3～5年度の割合です。

公費 50％ 保険料50％


